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令和８年度大津市国民健康保険の
保険料率（案）について

令和８年５月２０日

大津市国民健康保険事業の運営に関する協議会
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概 要

・国民健康保険の保険料の算定方法を御説明いたします

・令和７年度と比較して増額となりますが、その原因としては、医療
費の増額や子ども・子育て支援金制度の開始があります

・保険料が上がりすぎないように、国民健康保険事業会計の財政
調整基金の全額と令和７年度の決算剰余の一部を活用します
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納付金・標準保険料率算定の流れ

剰余金による調整剰余金

（１） 県全体の納付金額を算出 （２）各市町へ按分 （３）市町毎の納付金額を算出

（４）市町個別の経費・公費を加減算 （５）収納率で割戻し （６）標準保険料率を算定
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事業費

納付金

保険料を
財源と
する
事業費

・保健事業
・特定健康
診査
・その他

補助金等
の公費

・国特別調整
交付金

・国保険者努
力支援制度
・県繰入金（2
号分）
・その他

保険料

必要額

歳 出 歳 入

予 定
収納率
による
調 整

各市町の
個別
要因等

基礎

賦課

総額

令和８年度大津市国民健康保険料の算定過程
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１ 滋賀県が算定し公表した大津市の国民健康保険事業費納付金

および標準保険料率

○医療給付費分

（事業費納付金） 5,048,556,639円

（標準保険料率） 所得割 7.34％ 均等割 32,135円 平等割 20,089円

○後期高齢者支援金分

（事業費納付金） 1,797,892,727円

（標準保険料率） 所得割 2.65％ 均等割 11,707円 平等割 7,319円

○介護納付金分

（事業費納付金） 586,373,119円

（標準保険料率） 所得割 2.49％ 均等割 11,554円 平等割 5,683円

○子ども子育て支援金分 今年度から開始

（事業費納付金） 176,536,058円

（標準保険料率） 所得割 0.26％ 均等割 1,196円 平等割 719円
※均等割に18歳以上均等割を含む

令和８年度大津市国民健康保険料率（案）の算定条件
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２ 予定収納率
９５．００％(令和７年度 決算見込み値)

３ 賦課限度額
（医療分） ６６万円 ⇒ ６７万円

（支援分） ２６万円

（介護分） １７万円

（こども分） ３万円

４ 財政調整基金等の活用

国保会計財政調整基金の全額 約２億４５００万円

令和７年度決算剰余見込のうち活用可能額 １億円

合計 約３億４５００万円を活用
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①医療給付費分

事業費納付金 単位：円

76,072,000 125,080,000

51,866,000 73,354,000

216,252,000 51,866,000

12,333,334 43,345,000

77,185,000

24,000,000

68,245,000

356,523,334 463,075,000

保険料必要額 標準的な収納率 基礎賦課総額

4,942,004,973 ÷ 95.00 % － ＝ 4,974,464,399

R08保険料率（案）

所得割 50% 2,487,232,199 ÷ 35,178,888,000 = 7.10%
（円）

均等割 35% 1,741,062,540 ÷ 56,271 = 30,900
（人）

平等割 15% 746,169,660 ÷ 38,577 = 19,200
（世帯）

特定健康診査等負担金

法定外繰入金（福祉波及）

保険者努力支援制度（事業費分）

県2号特別交付金

令和8年度国民健康保険料の基礎賦課総額及び保険料率（案）

調整
（＋）

保健事業

調整
（－）

特定健康診査等に要する費用

5,048,556,639

調整（－）計調整（＋）計

分かち合い納付金精算額

0.07070

保険者努力支援制度

各市町の個別要因等

227,646,099

条例減免繰入金

給付対策費補助金

条例減免に要する費用

19,342

30,941
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②後期高齢者支援金分

事業費納付金

0 0

保険料必要額 標準的な収納率 基礎賦課総額

1,797,892,727 ÷ 95.00 % － ＝ 1,809,701,410

R08保険料率（案）

所得割 50% 904,850,705 ÷ 35,548,641,000 = 2.50%
（円）

均等割 35% 633,395,494 ÷ 56,271 = 11,400
（人）

平等割 15% 271,455,212 ÷ 38,577 = 6,900
（世帯）

事業費納付金

0 0

保険料必要額 標準的な収納率 基礎賦課総額

586,373,119 ÷ 95.00 % － ＝ 590,224,458

R08保険料率（案）
所得割 50% 295,112,229 ÷ 12,350,658,000 = 2.40%

（円）

均等割 35% 206,578,560 ÷ 18,596 = 11,100
（人）

平等割 15% 88,533,669 ÷ 16,202 = 5,400
（世帯）

令和8年度国民健康保険料の基礎賦課総額及び保険料率（案）

1,797,892,727

調整（－）計

11,256

7,037

0.02545

調整
（－）

各市町の個別要因等

82,817,250

調整
（－）

調整
（＋）

③介護納付金分

調整（＋）計

0.02389

11,109

5,464

調整（－）計

27,010,404

各市町の個別要因等

調整
（＋）

586,373,119

調整（＋）計
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④子ども子育て支援金分　

事業費納付金

0 0

保険料必要額 標準的な収納率 基礎賦課総額

176,536,058 ÷ 95.00 % － ＝ 177,695,557

R08保険料率（案）

所得割 50% 88,847,779 ÷ 35,178,888,000 = 0.25%
（円）

均等割 35% 62,193,445 ÷ 56,271 = 1,105
2,197,175 ÷ 51,841 = 42

（人）

平等割 15% 26,654,334 ÷ 38,577 = 691
（世帯）

各市町の個別要因等

8,131,872

0.00253

1,105

691

42

令和8年度国民健康保険料の基礎賦課総額及び保険料率（案）

176,536,058

調整
（＋）

調整
（－）

調整（＋）計 調整（－）計

　　うち18歳未満分
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R7との差

所得割　(％) 11.90 12.30 12.10 12.60 12.20 12.20 12.40 12.20 12.25 0.05

均等割　(円) 44,700 47,400 48,000 46,500 47,400 47,400 50,700 52,200 54,547 2,347

平等割　(円) 29,100 31,500 31,800 30,000 29,400 29,400 32,100 32,700 32,191 -509

ケース①保険料額　(円) 412,430 431,310 428,170 419,220 413,040 413,040 429,780 431,040 437,160 6,120

前年度対比 0.09% 4.58% -0.73% -2.09% -1.47% 0.00% 4.05% 0.29% 1.42%

ケース②保険料額　(円) 28,800 31,050 30,690 28,620 28,980 28,980 31,770 33,030 34,105 1,075

前年度対比 -1.84% 7.81% -1.16% -6.74% 1.26% 0.00% 9.63% 3.97% 3.25%

ケース③保険料額　(円) 18,090 19,620 19,350 18,000 18,090 18,090 19,890 20,610 21,071 461

前年度対比 -1.95% 8.46% -1.38% -6.98% 0.50% 0.00% 9.95% 3.97% 2.24%

　(参考)　県が示した標準保険料
率で計算したケース①世帯の保
険料額(円)

425,117 453,834 440,285 396,447 404,626 441,727 456,454 446,833 454,554 7,721

想定世帯における保険料の推移

H30
H31
(R1)

R2 R3 R5R4 R8本算定(案)R6 R7

380,000
390,000
400,000
410,000
420,000
430,000
440,000
450,000

460,000
470,000

H30 H31(R1) R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8

本算定(案)

（参考）県が示した標準保険料率

ケース①世帯で保険料を計算した場合の推移

ケース① 所得250万円（給与所得者1人）、40歳夫婦＋子ども1人（軽減対象外）で計算
ケース② 所得0円（年金収入220万円以下）、65歳夫婦
ケース③ 所得0円（年金収入110万円以下）、65歳単身

※令和3年度から基礎控除額が33万円から43万円に引き上げられたため、モデル①における所得割の算定に使用する賦課基準額が217万円から207万円となっている。

※均等割に18歳以上均等割を含む
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 料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合

料 所得割 7.6 50 7.3 50 7.2 50 6.8 50 6.8 50 7.1 50 7.1 50 7.1 50

均等割 28,500 28,200 25,500 26,100 26,100 28,500 30,300 30,900

率 平等割 20,400 19,800 17,700 17,400 17,400 19,200 19,800 19,200

610,000  円 630,000  円 630,000  円 650,000  円 650,000  円 650,000  円 660,000  円 670,000  円

　 　 　 　 　 　 　

 料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合

料 所得割 2.6 50 2.6 50 2.8 50 2.7 50 2.7 50 2.7 50 2.6 50 2.5 50

均等割 9,600 9,600 9,900 10,200 10,200 11,100 11,100 11,400

率 平等割 6,900 6,900 6,900 6,600 6,600 7,500 7,500 6,900

190,000  円 190,000  円 190,000  円 200,000  円 220,000  円 240,000  円 260,000  円 260,000  円

　 　 　 　 　 　 　

 料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合

料 所得割 2.1 50 2.2 50 2.6 50 2.7 50 2.7 50 2.6 50 2.5 50 2.4 50

均等割 9,300 10,200 11,100 11,100 11,100 11,100 10,800 11,100

率 平等割 4,200 5,100 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400 5,400

160,000  円 170,000  円 170,000  円 170,000  円 170,000  円 170,000  円 170,000  円 170,000  円

　 　 　 　 　 　 　

 料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合  料率・金額 割合

料 所得割 0.25 50

均等割 1,147

率 平等割 691

30,000  円

均等割に18歳以上均等割含む
（合計）

料 所得割 12.3 12.1 12.6 12.2 12.2 12.4 12.2 12.25

均等割 47,400 48,000 46,500 47,400 47,400 50,700 52,200 54,547

率 平等割 31,500 31,800 30,000 29,400 29,400 32,100 32,700 32,191

960,000  円 990,000  円 990,000  円 1,020,000  円 1,040,000  円 1,060,000  円 1,090,000  円 1,130,000  円

令和8年度（案）

50

50

令和7年度

令和7年度

50

令和7年度

50

令和7年度

50

令和5年度

令和5年度

50

令和5年度

50

令和5年度

令和5年度

50

50

令和6年度 令和7年度

50

令和４年度

令和4年度

50

令和4年度

50

令和4年度

令和4年度

50

令和3年度

令和3年度

50

令和3年度

50

令和3年度

令和3年度

50

令和2年度

令和2年度

50

令和2年度

50

令和2年度

令和2年度

（後期高齢者支援金分）

（介護分）

（こども子育て支援金分）

区      分

最高限度額

最高限度額

区　      分

最高限度額

区　　　分

区　      分

最高限度額

（医療分）

最高限度額

区　      分

平成31年度

平成31年度

保険料率の推移

50

令和8年度（案）

令和8年度（案）

50

令和8年度（案）

50

令和8年度（案）

50

平成31年度

平成31年度

50

平成31年度

50

令和6年度

令和6年度

令和6年度

令和6年度

50
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